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子ども・子育て支援法（抄） 

 

第七条 この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健や

かな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団

体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保

護者に対する支援をいう。 

２ この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対し

て義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年

法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる

教育をいう。 

３ この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項に規定する

保育をいう。 

４ この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下

「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認

定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に

規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの

及び同条第九項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)

及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第

一項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除

く。以下「保育所」という。)をいう。 

５ この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪

問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行

う事業をいう。 

６ この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規

定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。 

７ この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規

定する小規模保育事業として行われる保育をいう。 

８ この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一

項に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。 

９ この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項

に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。 

 

(施設型給付費の支給) 

第二十七条 市町村は、支給認定子どもが、支給認定の有効期間内において、

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設



資料１－２ 
 

として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当

該確認に係る教育・保育(地域型保育を除き、第十九条第一項第一号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園にお

いて受ける教育・保育(保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たり

の時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範

囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園において受ける教育に限り、

同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあって

は認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育に限

り、同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっ

ては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保

育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該支給認

定子どもに係る支給認定保護者に対し、当該特定教育・保育(保育にあっては、

保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。)に

要した費用について、施設型給付費を支給する。 

 

(地域型保育給付費の支給) 

第二十九条 市町村は、支給認定子ども(第十九条第一項第三号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する支給認定子どもに限る。以下「満三歳未満保育認定子

ども」という。)が、支給認定の有効期間内において、当該市町村の長が地域

型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事

業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育

(以下「特定地域型保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところ

により、当該満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者に対し、当該特

定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満三歳未満保育認定

地域型保育」という。)に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。 

 

(特定教育・保育施設の確認) 

第三十一条  

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めよう

とするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関

を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの

保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

(特定地域型保育事業者の確認) 

第四十三条  
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３ 市町村長は、第一項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行

う事業をいう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、

第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあっ

てはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育

て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

(市町村子ども・子育て支援事業計画) 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の

円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)

を定めるものとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育

を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定め

る区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区

域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条

第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数と

する。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監

護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(同

項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)その他の教育・

保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内

容及びその実施時期 

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域

子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

三 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保

育の推進に関する体制の確保の内容 

３ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもの

のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 

一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の

確保に関する事項 

二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定す

る障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付

与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都

道府県が行う施策との連携に関する事項 
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三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要

な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子ど

もの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援

事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。 

５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれて

いる環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町

村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。 

６ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市

町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教

育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第四項において「教育振興

基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又

は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようと

するときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を

設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保

護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

８ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようと

するときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方

法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるため

に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

９ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようと

するときは、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない。 

１０ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。 

 

(市町村等における合議制の機関) 

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理す

るため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定す

る事項を処理すること。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定す

る事項を処理すること。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する

事項を処理すること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的
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な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、

地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し

必要な事項は、市町村の条例で定める。 


